
令和８年１月公表分〔本庁（出先機関を含む）〕 （業務委託）

1
総務部
デジタル推進課

岡山県共有仮想化サーバ運用保守業
務

令 和 7 年 12 月 2 日
（株）ＮＴＴデータ中国岡山支店 
岡山市北区表町１－５－１

6,799,925

　当該機器及びシステムの保守は、既に調達を受けた物品と密接に
関連するサービスであり、安定的な稼働及び障害時等における迅速
な対応を行うためには、機器及びシステムの構成を熟知しておかね
ばならず、当該業務を円滑かつ確実に対応できるのは、機器及びシ
ステムを納入した上記事業者以外にないため。

第 ２ 号
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月12日】
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2
総務部
デジタル推進課

岡山情報ハイウェイ基幹回線自設柱
補修業務

令和 7年 12月 25日
（株）オービス
岡山市北区大内田６７５番地

2,178,000
　本業務は、岡山情報ハイウェイ基幹回線に係る点検業務結果を基
に、各設備を補修していくものであり、点検業務を実施した（株）
オービスに委託することが、最も適切かつ合理的であるため。
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経営状況
等の概況
（県外郭団
体）

3
産業労働部
マーケティング推
進室

県産品販路拡大支援事業に関する業
務委託

令和 7年 12月 23日
岡山県中小企業団体中央会 
岡山市北区弓之町４－１９－２０２

16,383,400

　本事業は、県内中小企業を取り巻く状況に精通し、経営や産業技
術に関する専門知識により、県内全域を業務エリアとして支援を行
うことが可能である業者に委託することが望ましいため、契約の性
質及び目的が競争入札に適さない。岡山県中小企業団体中央会は、
令和６年度の県産品販路拡大支援事業に関する業務委託の受託事業
者であり、当該事業の目的等を熟知し、業務を円滑に行っているこ
とから、本業務を早期に着手できるのは当該団体しかない。
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4 産業労働部
労働雇用政策課

岡山県女性活躍推進等就業環境整備
支援事業（第２期）業務

令和 7年 12月 25日
岡山県中小企業団体中央会
岡山市北区弓之町４番１９－２０２

19,360,000

　岡山県中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法及び中小企
業団体の組織に関する法律に基づいて設立された特別認可法人であ
り、次世代育成支援対策推進法第２０条第１項に規定する次世代育
成支援対策推進センターにもなっており、日頃から企業の経営等の
相談にも応じていることから、県内全域の企業等の情報に精通して
いる。企業における従業員等の女性活躍の取組推進を県内に拡大し
ていくためには、企業に対して経営戦略として認識してもらうこと
が重要であるが、当事業の周知や取組の意義について経営の視点で
説明することが期待できる。
　また、同法人は、「岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援事
業」について、令和７年度に県から委託を受け、県内中小企業に対
する補助金申請受付から補助金審査までの事業を誠実かつ円滑に遂
行しており、経験・実績を有している。
　さらに、同法人が今年度使用している申請書等の受付や申請者の
状況を把握するシステムについては、当該事業でも引き続き使用す
ることができるため、迅速かつ安価に対応することができる。
　なお、当該事業は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財
源としている事業であり、国から早期執行が求められている。
　これらのことから、本事業の実施は、岡山県中小企業団体中央会
への委託が最も適切であるため。
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5
土木部
道路整備課

道路情報管理（日常管理）機能構築
業務委託

令和 7年 12月 18日
国際航業（株）岡山営業所
岡山市北区本町３－１３

8,668,000

　本業務は、現在、運用している道路維持管理システムに、新たに
道路情報管理（日常管理）機能を構築する業務であり、開発、保守
管理を行っている同社以外では、業務の履行が困難であり、業務の
瑕疵担保責任の範囲も不明確となることから、契約の性質又は目的
が競争入札に適さないため。
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